
伊 丹 市 営 住 宅 等 の 住 宅 用 防 災 警 報 器 の 設 置 と 管 理 に 関 す  

る 要 綱  

 

（ 趣 旨 ）  

第 １ 条  こ の 要 綱 は ， 伊 丹 市 火 災 予 防 条 例 （ 昭 和 ３ ７ 年 伊 丹 市 条 例  

第 １ ７ 号 ） 第 ２ ９ 条 の ２ の 規 定 に 基 づ き 市 営 住 宅 等 に 設 置 す る 住  

宅 用 防 災 警 報 器 の 性 能 ， 設 置 箇 所 等 及 び そ の 維 持 管 理 の 方 法 に 関  

し ， 同 条 例 第 ２ ９ 条 の ３ に 規 定 す る も の の 他 ， 必 要 な 事 項 を 定 め ，

も っ て 市 営 住 宅 等 に お け る 住 宅 用 防 災 警 報 器 の 適 正 な 設 置 及 び 維  

持 管 理 を 図 る こ と を 目 的 と す る 。  

（ 用 語 の 定 義 ）  

第 ２ 条  こ の 要 綱 に お い て ， 次 の 各 号 に 掲 げ る 用 語 の 意 義 は ， そ れ  

ぞ れ 当 該 各 号 に 定 め る と こ ろ に よ る 。  

⑴  市 営 住 宅 等  伊 丹 市 営 住 宅 条 例 （ 平 成 ９ 年 １ ２ 月 ２ ４ 日 条 例  

第 ３ ８ 号 。 以 下 「 条 例 」 と い う 。 ） 第 ２ 条 第 １ 項 第 １ 号 に 規 定  

す る 市 営 住 宅 の ほ か ， 伊 丹 市 が 管 理 す る 伊 丹 鴻 池 団 地 を い う 。  

⑵  警 報 器  伊 丹 市 火 災 予 防 条 例 第 ２ ９ 条 の ２ 第 １ 項 第 １ 号 に 規  

定 す る 住 宅 用 防 災 警 報 器 を い う 。  

（ 警 報 器 の 仕 様 ）  

第 ３ 条  市 営 住 宅 等 に 設 置 す る 警 報 器 は ， 次 に 掲 げ る す べ て の 要 件  

に 適 合 す る 機 器 と す る 。  

⑴  光 電 式 ス ポ ッ ト 型 煙 感 知 器 で あ り ， 電 源 が 最 大 １ ０ 年 間 の 電  

池 寿 命 を 有 す る リ チ ウ ム 電 池 で あ る も の 。  

⑵  火 災 発 生 時 の 警 報 を 音 声 に よ る も の と し ， 併 せ て 発 報 機 器 の  

発 光 に よ り 確 認 で き る も の 。  

⑶  自 動 試 験 機 能 ， 電 池 容 量 監 視 機 能 及 び 自 己 復 旧 機 能 を 有 し ，  

か つ ， 日 本 消 防 検 定 協 会 の 鑑 定 に よ り ， 住 宅 用 防 災 警 報 器 及 び  

住 宅 用 防 災 報 知 設 備 に 係 る 技 術 上 の 規 格 を 定 め る 省 令 （ 平 成 １  

７ 年 総 務 省 令 第 １ １ 号 ） に 定 め る 規 格 に 適 合 し て い る と 認 め た  

も の で あ っ て ， 付 属 部 品 の 取 扱 い 及 び 動 作 テ ス ト が 容 易 な も の 。  



 （ 警 報 器 の 設 置 等 ）  

第 ４ 条  警 報 器 は ， 就 寝 の 用 に 供 す る 居 室 （ リ ビ ン グ ， ダ イ ニ ン グ 又

は キ ッ チ ン （ 以 下 「 リ ビ ン グ 等 」 と い う 。 ） を 除 く 。 ） の す べ て

に 設 置 す る も の と す る 。  

２  前 項 の 規 定 に か か わ ら ず ， 世 帯 人 数 が 前 項 の 居 室 の 数 を 超 え る こ

と そ の 他 や む を 得 な い と 市 長 が 認 め る 事 由 に よ り リ ビ ン グ 等 を 恒

常 的 に 就 寝 の 用 に 供 す る 場 合 は ， 当 該 リ ビ ン グ 等 に も 警 報 器 を 設

置 す る も の と す る 。  

 （ 入 居 者 に よ る 警 報 器 の 移 設 ）  

第 ５ 条  入 居 者 は ， 自 己 の 都 合 に よ り リ ビ ン グ 等 で 就 寝 す る 場 合 （ 前

条 第 ２ 項 に 規 定 す る 場 合 を 除 く 。 ） は ， 市 長 の 承 認 を 得 て ， 自 ら

の 責 任 で 当 該 リ ビ ン グ 等 へ の 警 報 器 の 移 設 を 行 う こ と が で き る 。  

 （ 入 居 者 へ の 説 明 ）  

第 ６ 条  市 長 は ， 警 報 器 の 適 切 な 維 持 管 理 の た め ， 警 報 器 の 設 置 又 は

入 居 の 許 可 に 際 し て は ， 入 居 者 に 対 し ， 警 報 器 の 取 扱 説 明 書 を 交

付 の 上 ， 次 に 掲 げ る 事 項 を 説 明 し な け れ ば な ら な い 。  

 ⑴  警 報 器 の 取 扱 い に 関 す る こ と 。  

⑵  警 報 器 の 動 作 テ ス ト を 月 に １ 回 程 度 行 う こ と 。  

⑶  警 報 器 に 異 常 が あ る と き は ， 速 や か に 市 営 住 宅 監 理 員 に 報 告

す る こ と 。  

⑷  入 居 者 の 都 合 に よ る 警 報 器 の 移 設 又 は 付 属 品 の 取 付 け に つ い

て は ， 書 面 に よ り 市 長 に 承 認 申 請 を 行 う こ と 並 び に 退 去 時 に 原

状 に 復 す る こ と 。  

⑸  前 号 の 移 設 又 は 取 付 け に 係 る 費 用 及 び 入 居 者 の 責 め に 帰 す べ

き 理 由 に よ り 警 報 器 に 異 常 が 生 じ た 場 合 の 修 繕 又 は 交 換 に 係 る

費 用 に つ い て は ， 入 居 者 が 負 担 す る こ と 。  

 （ 修 繕 ・ 交 換 等 ）  

第 ７ 条  市 長 は ， 警 報 器 に 異 常 が あ る と き は ， 速 や か に 市 の 負 担 に よ

り 修 繕 又 は 交 換 を 行 う も の と す る 。 た だ し ， 入 居 者 の 責 め に 帰 す

べ き 理 由 に よ り 警 報 器 に 異 常 が 生 じ た 場 合 は ， 修 繕 又 は 交 換 に 係



る 費 用 は 入 居 者 の 負 担 と す る 。  

２  市 長 は ， 警 報 器 の 電 池 が 切 れ た と き 又 は 警 報 器 の 交 換 期 限 が 経 過

し た と き は ， 速 や か に 市 の 負 担 に よ り 電 池 又 は 警 報 器 の 交 換 を 行

う も の と す る 。  

付  則  

 こ の 要 綱 は ， 平 成 ２ １ 年 １ ２ 月 ９ 日 か ら 施 行 す る 。  


